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 この計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）第 6 条

に基づいて設置された北広島市地域公共交通活性化協議会における協議を経て、同法第 5 条によ

る地域公共交通総合連携計画として北広島市が作成したものです。 
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第１章 はじめに 

 

いま我が国は、これまで経験をしたことのない少子高齢化、人口減少や経済のグローバル化な

ど時代の大きなうねりのなかにあります。 
人口の増加や経済成長を前提に制度設計された、医療、年金、介護などの社会制度は高齢者の

増加に伴い給付が膨らむにもかかわらず、その負担を担うべき現役世代が減少するという難題に

直面しております。このことは、人々の社会的あるいは経済活動を支えている交通システムにも

及んでいます。単身高齢世帯の増加や核家族化による世帯構成人数の減少は、移動制約者を家族

や地域で支えることが困難となっていることを示しています。 
コンビニエンスストアに象徴される生活様式の 24 時間化、派遣労働者やパート労働者などの働

き方や労働時間の多様化により、大都市などでは早朝から深夜に及ぶ広範囲な交通サービスが求

められています。 
一方では、マイカーの普及と地方での過疎化の進行は、公共交通の利用者の減少を招き、また、

運輸行政の規制緩和などもあり、各地で路線バスの撤退や減便が相次ぎ、各自治体にとって重い

行政課題となっております。 
 

北広島市は、大規模住宅団地の開発などを契機として発展を続けてきましたが、大規模な団地

開発などにより人口が急激に増加した他の都市と同様に、急速に進む高齢化やそれを支える現役

世代の減少など、課題も想定されています。また、路線バスのない交通空白地域が散在している

実態もあり、こうした状況の中で、今後の高齢者や公共交通に恵まれていない市民の足の確保は

重要な問題となっています。 

こういった問題の調査研究を行うため、平成 19年度に市内各地区、各団体の代表及び公募市民

委員 10 名で構成する「北広島市地域交通システム検討委員会」を設置し、市内の公共交通の現状

や先進地調査、市民へのアンケート調査などを行い、北広島市に望ましい交通システムの概要を

まとめた「北広島市地域交通システムのあり方」として報告書が市長に提出されています。 

 委員会では、調査結果や他市の事例などから、北広島市の公共交通が抱える課題を⑴高齢者の

移動手段の確保、⑵交通空白地域の交通手段の確保、⑶移動の実態、地域のニーズに対応した交

通サービスの提供の３点としています。 

 

今回策定する「北広島市地域公共交通総合連携計画」は、「北広島市地域交通システムのあり方」

を踏まえた計画であり、北広島市全域を対象として少子高齢化に対応した交通手段を公共交通事

業者や関係機関による地域連携によって、持続性のある公共交通体系を目指すものです。 
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第２章 北広島市地域公共交通総合連携計画 

 

２－１．地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な 

方針 

 

２－１－１． 基本理念 

 

 本計画は、「北広島市総合計画（第５次）」の基本理念に基づいて定められています。 
 

◆北広島市総合計画（第５次） 

＜めざす都市像＞ 

希望都市 子どもと若者がお年寄りとともに希望を育むまち 

交流都市 市民が多様に活動し、産業と文化が栄えるまち 

成長都市 緑を大切にし、着実に成長しつづけるまち 

＜基本目標＞ 

５ 快適な生活環境のまち 

住環境や道路整備、地域情報化などの都市基盤の充実により、だれもが快適に暮らせる 

まちをつくります。 

＜基本計画＞ 

第５章第４節 交通の充実 

○都市間交通網と市内交通網とのネットワークの充実を図ります。 

○バス交通に関する市民要望を把握し、バス事業者との連携によりバス路線の維持安定 

に努めます。 

○交通弱者の移動手段の確保や交通空白地域における移動手段の確保、市内各地区を 

結ぶ交通手段などについて検討します。 
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２－１－２． 基本的な方針 

 

 前述した基本理念に基づいた公共交通施策を実施するために、北広島市地域公共交通総合連携

計画では、以下に示す「基本方針」を設定します。 

 

【北広島市地域公共交通総合連携計画がめざすもの】 

高齢者の日常生活の移動の利便性を確保するとともに、市民が利用しやすい交通体系を構

築します。 

 

基本方針１：交通空白地域の交通を確保するため、利用者ニーズに応じた公共交通運行 

の検討を進めます 

・市内交通空白地域においては、利用者ニーズに応じた公共交通運行を検討し、交通サービスレ

ベルの向上を図ります。 

 

 市内の交通空白地域においては、対象となる地域の多くが居住者数や世帯数が少なく、住居が

低密度に分散し広がっていることから、定時定路線型の路線バスでは非効率な運行となり、その

交通サービスレベルは低いものと考えられます。また、個々の住宅からバス停までの距離が遠く

なるため、交通空白地域に多数居住されている高齢者にとっては利用しづらいものとなります。 

 これらの問題を緩和するために、利用者ニーズに応じた交通を検討し、「買い物」・「通院」など

の日常的に必要不可欠な「地域の足」の確保を目指します。 

 

 

基本方針２：これからも進む高齢化に対応した公共交通の充実のため、市民・各種団体・地

域企業・交通事業者・行政が連携・協働できる体制をつくります 

・マイカーを持たない高齢者でも「買い物」や「通院」等の日常的な移動において困らない地域

社会をつくるため、市民・各種団体・地域企業・交通事業者・行政が一体となって、公共交通

を考え、連携・協働できる体制をつくります。 

 

北広島市の高齢化率は（平成 22 年 3 月末現在）は 21.4％であり、北海道内の他の市町村と比

較すると、9 番目に高齢化率が低い自治体ですが、年齢構造の 5 歳区分の年齢階層においては、

60歳から 64歳の年齢階層の占める割合 9.5％と最も高い状況にあります。そのため、現在におい

ては、高齢化率が低い自治体となっていますが、今後、高齢率が急激に高くなることが推測され

ます。 

公共交通がこれからも進む高齢化に対応し、より市民が快適に暮らせるまちづくりを進めるた

め、市民が利用しやすい交通整備を進める必要がありますが、交通事業者の経営努力も限界があ

る一方、地方財政もひっ迫する財政状況から公共交通整備を公的資金だけで賄うことは難しくな

っています。このような状況の中で、今回の無料送迎バス事業者や商業施設等へのヒアリング結

果では、連携・共同による運行の可能性について前向きに考えている企業等があったことから、

今後は相互に連携できる交通手段をコーディネートし公共交通を考える必要があります。 
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このことから、交通事業者や行政だけで行う取組みではなく、市民・各種団体・地域企業・交

通事業者・行政が連携・協働できる体制を構築します。 

 

 

基本方針３：持続可能な公共交通を確保するため、交通事業者との連携を強化するとともに、

市民への交通情報の提供等（モビリティ・マネジメント）を進めます 

・公共交通の維持安定を図るため、行政が路線バスに対する市民ニーズを吸い上げ、行政・交通

事業者間で密な連絡体制をとり、情報共有に努めるとともに、モビリティ・マネジメントに代

表される利用促進策を展開し、公共交通に対して肯定的な市民意識の醸成を図ります。 

 

公共交通は暮らしを支える大切なツールです。 

公共交通の維持安定を図るためには、交通事業者との情報交換を行うなど、連携を強化する必

要があります。 

また、市民が公共交通の重要性を認識し、自発的に公共交通を利用することが｢地域の足｣を確

保することに繋がります。利便性だけの観点ではなく、市民自らが高齢社会におけるマイカーの

限界や健康、事故のリスクなどを踏まえ、移動手段を選択することが望ましい姿です。 

そのためには、身近な交通情報としての情報提供が必要です。 

このことから、交通事業者との連携を強化するとともに、市民への交通情報の発信を行うこと

で、利用促進策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊モビリティ・マネジメントとは 
 一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会にも個人にも望ましい方向、例えば、過度な自動車利用
のライフスタイルから「かしこく」自動車と公共交通機関や自転車などを利用するライフスタイルに
変化する方向に、自発的に変化することを期待するもので、コミュニケーションを中心とした交通施
策のこと。 
（バス停の位置や運行情報を提供してその利用を促したりすることも含まれます。） 
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２－２．計画の区域 

 

 計画の区域は、北海道北広島市全域とします。 

 

 

 

図 北広島市位置図 
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２－３．計画の目標 

 

２－１－２．基本的な方針に基づき、次のような目標を定めます。 

 

 

基本方針１：交通空白地域の交通を確保するため、利用者ニーズに応じた公共交通運行 

の検討を進めます 

目標１． 交通空白地域の足の確保 

 利用者ニーズに応じた公共交通運行を検討し、交通空白地域において、「買い物」・「通院」など

の日常的に必要不可欠な「地域の足」の確保を目指します。 

 

目標となる指標：交通空白に該当するエリア・居住者数  

 

 

基本方針２：これからも進む高齢化に対応した交通システムの充実のため、市民・各種団体・

地域企業・交通事業者・行政が連携・協働できる体制をつくります 

目標２．高齢社会に対応した交通体系の確立 

 市民・各種団体・地域企業・交通事業者・行政が連携・協働できる体制を構築し、高齢社会に

対応した新たな公共交通を考える仕組みをつくります。 

 

 目標となる指標：連携・協働の体制づくり 

         新たな公共交通の検討 

 

 

基本方針３：持続可能な公共交通を確保するため、交通事業者との連携を強化するとともに、

市民への交通情報の提供等（モビリティ・マネジメント）を進めます 

目標３． 暮らしを支える持続可能な公共交通の確保 

 交通事業者との連携を強化するとともに、公共交通を利用するための交通情報等を発信します。 

 

 目標となる指標：交通事業者との連携強化 

         モビリティ・マネジメント 

路線バス利用者数 
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２－４．目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

 

目標を達成するために、次の事業を実施します。 

 
事業１）交通空白地域の「地域の足」確保プロジェクト 

 

実施方針 

・利用者ニーズに応じた公共交通運行を検討し、交通空白地域において、「買

い物」・「通院」などの日常的に必要不可欠な「地域の足」の確保を目指し

ます。 

事業内容 
・市内の交通空白地において利用者ニーズに応じた公共交通の実証運行の準

備を進めます。 

着手時期 平成 23年４月～ 

実施主体 市内交通事業者、北広島市 

 

●図 北広島市内の交通空白地域 

 
※本市における交通空白地域の定義： 駅の勢力圏を 1ｋｍ、バス停留所の勢力圏を 500ｍと設定し、その

勢力圏から外れる地域を交通空白地域と定義。 

 

 

北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区北広島団地地区

大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区

西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区西部（ 輪厚） 地区

西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区西の里地区

東部地区東部地区東部地区東部地区東部地区東部地区東部地区東部地区東部地区

大学競技場前

ふれあい学習センター

上中の沢

JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅JR北広島駅

勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内

半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km

JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅JR上野幌駅

勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内勢力圏内

半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km半径1km

三井アウトレットパーク

三井アウトレットパーク入口

大曲中央３丁目

道都大学

大曲光４丁目

大曲１号線

大曲通北

大曲パークゴルフ場

ジョイフルエーケー

ふれあいプラザ

工業団地６丁目

柏葉台団地

希望ケ丘

輪厚ゴルフ場

輪厚郵便局

輪厚

島松ゴルフ場入口

島松沢

クラブ前

竹山

高台

高台町４丁目

里見町１丁目
高台小学校前

松葉町１丁目

栄町３丁目

栄町２丁目

北進通入口

北広島高校
総合体育館前

広島公園
北の台小学校

稲穂４丁目

稲穂９丁目
稲穂８丁目

東栄通
東共栄

東部中東

美咲き野

共栄
行幸橋

椴山

西の里学校通
西の里

西の里第二団地

札幌日大高校前

虹ケ丘中央

北の里牧場前

鷲の岡 広幌橋

裏の沢

もみじ台南１丁目
７号線

千歳橋

平岡緑中学校

三里塚小学校前

補給処（恵庭市）

  
  

  
  

道路

高速道路
一般国道
主要道道
一般道道

バス停500m圏内/駅勢力圏 
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図 交通空白地域の「地域の足」確保プロジェクトの事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業２）高齢社会に対応した「新たな公共交通を考える」プロジェクト 

 

実施方針 
・市民・各種団体・地域企業・交通事業者・行政が連携・協働できる体制を

構築し、高齢社会に対応した新たな公共交通を考える仕組みをつくります。 

事業内容 

・市民、各種団体、地域企業等を対象とした説明会等を実施し、「新たな公共

交通を考える」事業の周知を実施します。 

・市民・各種団体・地域企業・交通事業者・行政が連携・協働できる体制を

構築し、「新たな公共交通を考える」プロジェクトの事業を実施します。 

着手時期 平成 23年 4月～ 

実施主体 北広島市、市内企業・団体、交通事業者、市民 

 

図 「新たな公共交通を考える」プロジェクトの事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢社会における公共交通の必要性の議論 １ 

高齢社会にとって最低限度必要な公共交通サービスの検討 ２ 

市民、各種団体、地域企業、交通事業者、行政の責任分担の明確化 ３ 

交通事業者による運用の可否の判断 ４ 

交通空白地域における公共交通の必要性の地域との議論 １ 

交通空白地域にとって最低限度必要な公共交通サービスの検討 ２ 

市民、各種団体等、行政の責任分担の明確化 ３ 

交通事業者による運用の可否の判断 ４ 

｢地域の足｣の実証運行 ５ 
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事業３）暮らしを支える持続可能な公共交通の確保プロジェクト 

 
事業３－１）：交通事業者との連携強化 

実施方針 
・市民ニーズに合致した公共交通サービス提供を目指し、交通事業者との連

携を強化します。 

事業内容 

・行政が路線バスに対する市民ニーズを吸い上げます。 

・吸い上げた路線バスに対する市民ニーズについては、行政・交通事業者間

で定期的な会議を行い、情報共有に努めます。 

着手時期 平成 23年 4月～ 

実施主体 北広島市、北海道中央バス（株）、ジェイ・アール北海道バス 

 

事業３－２）：地域交通レターの発行 

実施方針 ・公共交通を利用するための交通情報を発信します。 

事業内容 ・定期的に公共交通に関する情報を提供する地域交通レターを発行します。 

着手時期 平成 23年 6月～ 

実施主体 北広島市 

 

事業３－３）：公共交通利用促進のための路線バスマップ・時刻表の作成 

実施方針 ・利用者にとって分かりやすいものを作成します。 

事業内容 
・路線バスマップ・時刻表を作成します。 

・このバスマップにはバス運行時刻を掲載し、利用しやすさを向上させます。 

着手時期 平成 23年 6月～ 

実施主体 北広島市、北海道中央バス（株）、ジェイ・アール北海道バス 

 

事業３－４）：公共交通に関する学校授業の実施 

実施方針 ・児童の公共交通への理解を深める取組みを行います。 

事業内容 

・児童に対し公共交通の必要性を学ばせるため、小学校で公共交通に関する

出前授業等を実施し、自動車が引き起こしている環境への影響や、事故の

リスク、健康への害などについて考える機会をつくります。 

着手時期 平成 24年～ 

実施主体 北広島市 

 

 

 

２－５．計画期間 
 

この計画は、平成 23年度から平成 25年度までの 3年間を計画期間とします。 

 


